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第３章 計画の基本的な考え方 

 

こうしたことから、「三重県新地震・津波対策行動計画」では、「将来に向け

た備え」としての「防災の日常化」が大事であると主張してきました。 

 

一方、風水害対策は、第２章でも述べたとおり、毎年のように全国各地のど

こかで被害が発生する、さらに付け加えるならば、毎年、本県においても、災

害対策本部の設置により災害対応を行うなど何らかの対応をとっている、いわ

ば「いつも来る」災害への対応です。 

「いつも来る」災害だからこそ、必要となるのは、日々の生活を通じての、

県民の皆さん一人ひとりの意識や行動であるとか、地域における連携や協力体

制づくりなど、「自助」の取組、そして、「共助」の取組ではないかと考えてい

ます。つまり、風水害対策においては、文字どおり「日々の備え」としての「防

災の日常化」が、よりクローズアップされてくるわけです。 

 

防災が特別なものではなく、日常生活の中に溶け込み、県民の皆さんの災害

対応力がいつの間にか養われている、このような状態となることをめざし、本

計画においても、引き続き、「防災の日常化」の重要性と必要性について、訴え

ていきたいと考えています。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

○停電や断水等の生活支障に対処するための備蓄など災害に備える。 

○自らの命を守るため、早めの避難行動を行う。 

○平常時から防災訓練などを実施して、地域の防災力向上に取り組む。 

○災害時には行政や他の地域団体と連携・協力して、救助・救援活動に

取り組む。 

②事業者 

企業、医療法人、学校法人 など 

（期待される役割） 

○従業員や施設の安全確保に取り組む。 

○事業所における防災活動に取り組む。 

○地域の自主防災組織、ＮＰＯなどと連携・協力して、地域の防災力向

上に取り組む。 

③行政 

県、市町、防災関係機関 など 

（期待される役割） 

○自主的な防災活動が継続して実施される気運を一層高める施策を推進

する。 

○防災基盤の整備を推進する。 

○情報収集・情報提供体制など災害時における活動体制を一層強化する。 

 

 

  


